
⑴　令和７年10月１日から令和８年９月30日までに事業所内の最低賃金（時給又は時給換算）を

　3.0％以上引き上げることを実施又は実施予定のもの

引き上げ日（予定日）

（単位：円）

□ 賃金引上げ後

□ 見込み

1,023

※従業員の給料が月給と時給で分かれている場合、月給（基本給）の１時間当たりの賃金を算出し、

時給と比べて事業所内の最低賃金となっている時給を記載ください（根拠資料を添付すること）。

⑵　賃上げに向けた生産性向上や価格転嫁等に取り組むもの

□ 生産性向上に関する取組を行っているまたは行う予定

□ 価格転嫁に関する取組を行っているまたは行う予定

□ その他（賃上げに資する取組を行っているまたは行う予定など）

【生産性向上や価格転嫁等に関する具体的な取組があれば記載ください。】

　以下のことについて、遵守することを誓約いたします。

　　⑴　上記内容に誤りがなく、また、労働関係法令を遵守します。

　　⑵　金融機関や県からの資料請求や問い合わせに、誠実かつ迅速に対応します。

住　所

会社名

氏名または代表者名

（署名または記名押印）

【金融機関確認欄】

　上記申請者が融資対象要件に該当することを確認しました。

　確認日　　令和　　年　　月　　日 金融機関・支店名

担当者氏名

（署名または記名押印）

賃上げ要件確認書(R8年度版)

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

賃金引上げ前の

事業所内最低賃金

（時給又は時給換算）

A

の事業所内最低賃金

（時給又は時給換算）

B

（参考）

R7.12.1以降

沖縄県最低賃金

増加率

(B-A)/A
要件確認

【１時間当たりの賃金を算定する計算式（小数点１位以下切り捨て）】

１時間当たりの賃金＝月給（基本給）÷月平均所定労働時間

月平均所定労働時間＝（年間の歴日数－年間休日）×１日の所定労働時間÷12

どちらかにチェック。
見込みの場合は、引き上げた後に根
拠資料を提出


